
 令和６年度 下呂市の介護人材確保対策 

事業名 事業内容 

介護等専門職員 U・I ターン就職

奨励事業 

U ターン（下呂市の出身者が、５年以上市外へ転出した後、再び下呂市に転入すること）・I ターン（下呂市以外の出身者が、下呂市に転入するこ

と）・隣接等市町村居住就職（下呂市以外から高山市・中津川市・郡上市・関市・白川町・七宗町・東白川村に転入し、その転入前後 6 月以内（転入

日を挟んだ1年の間）に市内介護事業所等（※）に就職すること）により、市内介護事業所等に正規職員として就職する者に対し、奨励金を交付。 

（各条件とも 20万円） 

【条件】 

介護福祉士・社会福祉士・介護支援専門員・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士（以降、「介護等専門職員」と表記）のいずれ

かの資格を取得又は取得見込み（申請時に資格試験結果発表の未了をいい、新法経過措置による介護福祉士登録等は含まない）であること 

2年以上介護部門の職に従事すること 

介護等学生の市内短時間労働及

び実習奨励事業 

介護等専門職員の資格取得のための実習又はアルバイトを市内事業所で行う学生（介護等専門職員の資格取得のための国家試験の受験資格

を得られる国及び県の指定した学校並びに専門学校その他の介護等専門職員の養成機関（以降、「養成校」と表記）で就学する者）及びアルバイ

トを市内事業所で行う高校生に商品券又は宿泊助成券を交付。 

（1日から 4日従事 1日あたり千円の商品券 ５日以上従事 5万円分の宿泊助成券） 

【条件】 

介護現場に対する感想、市内就職について思うことなどについてのアンケート調査への協力 

外国人技能実習生等雇用支援事

業 

在留資格のうち介護、特定技能、技能実習、特定活動のいずれかにより国内に滞在する外国人介護人材を雇用した際に発生した諸経費の一部

を補助。 

（新たな雇用に際し 1名あたり上限 10万円） 

【条件】 

雇用関係が成立した場合の諸経費を対象とする（雇用不成立の場合は対象外） 

シニア介護職就職奨励金事業 60 歳以上であって、介護職経験がない、介護職経験はあるが 6 月（同一法人への復帰の場合は２年）以上介護職に従事していなかった又は市

外介護事業所等を退職した者が市内介護事業所等介護職として採用され、３月以上勤務している者に奨励金を交付。 

（社会保険適用者 5万円 雇用保険適用者 3万円） 

【条件】 

60～75歳の者で、１年以上継続して市内事業所に勤務する意志があり、勤務成績が優良であると勤務先が認める者 

社会保険又は雇用保険適用者 



介護支援専門員人材確保支援事

業 

市内介護事業所等において、初めて介護支援専門員又は介護支援専門員の資格を要する職種に就く者に対し、奨励金を交付。 

（20万円） 

【条件】 

法人、従業員の事情の如何によらず、初回の配置のみを対象とする。（過去に配置されている場合は対象外） 

居宅介護支援事業所を自ら開設する場合も対象となる。 

若手介護人材就職支援事業 高校を卒業した次年度中において、市内介護事業所等に介護職員等として就職した者に奨励金を交付 

（20万円） 

【条件】 

①卒業後正規職員としての勤務経験がないこと（介護分野に限らず全ての職種において） 

②就職後６か月以内に申請すること 

③２年以上の継続勤務をすること 

地域若手介護人材育成支援事業 市の連携する育成機関に、市内就職の意向をもって進学する者に進学奨励金・修学支援金を交付 

（進学支援金 ３万円 修学支援金 年額１５万円（年数は連携育成期間の定める修業年限まで）） 

【条件】 

①市内の高等学校に在学又は卒業した者 ②下呂市民で市外の高等学校に在学又は卒業した者 

連携育成機関を卒業後 3年以内に市内介護事業所等に就職し、3年以上の継続勤務をすること 

修学支援金については、介護等専門職員の養成課程で修学すること 

介護等専門職員資格取得就学生

家賃補助事業 

介護等専門職員の資格を目指し養成校に就学する学生に対し、家賃（部屋代相当分をいい、共益費、駐車場代、光熱水費相当分は含まない）の

一部を補助 

（1月あたり家賃（部屋代）の 1/2（上限 3万円）、最長 24か月） 

【条件】 

卒業するまでに介護等専門職員の資格を取得し、卒業後 3年以内に市内介護事業所等に就職し、3年以上継続勤務をすること 

介護職員等育成研修支援事業 市内の介護事業所等に現に勤務している者が、市外の介護事業所等（派遣元と同一法人又はグループ法人を除く）で自らの資質向上のために

実地研修を受けた場合、その者又はその者を雇用する法人に対し、研修費用の一部を補助 

（１回の研修につき、以下の各経費の上限額まで ①日当 1,000 円／日 ②旅費 20,000／日 ③宿泊費 9,000 円／日 ④研修費 

2,000円／日）  

※ 最大 5日の研修期間分 宿泊費においては必要に応じ前泊・後泊経費も認める） 



介護支援専門員の資格保持、キャ

リアアップ等研修支援事業 

市内の介護事業所等に現に勤務し、都道府県知事による介護支援専門員の登録をされている又は登録を受けようとする者が、介護保険法・介

護保険法施行規則に定める登録のための試験並びに研修、更新研修、専門員研修、再研修、主任介護支援専門員研修及び主任介護支援専門員

更新研修の受講をした場合、その者又はその者を雇用する法人に対し、研修費用の一部を補助 

（研修受講費用の 2/3以内（上限 3万円） 受講に要する交通費の 2/3以内（上限 5千円）） 

※ 市内介護事業所等 ・・・下呂市内に事業所を置く、介護サービス事業所及び養護老人ホームをいう。 

 


